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   行政法 問題 

 

Ｘは、Ｙ県Ａ市の郊外において多数の農地がまとまって存在する地域（以下「本件地域」とい

う。）内にある土地を所有している（以下、Ｘが所有する土地を「甲土地」という。）。本件地域

は、北東から南西に向かって緩やかに下る地形をなしており、多くは田として利用されている。Ｘ

は、甲土地の北東部分に木造平屋建ての住宅（以下「本件住宅」という。）を建築してそこで居住

するとともに、甲土地のその他の部分を畑（以下「本件畑」という。）として耕作し、根菜類を栽

培している。本件畑は、農業用の用排水路に接続していないものの、本件地域には、高い位置にあ

る田から低い位置にある田に向かって自然に水が浸透し流下するという性質があるため、本件畑の

耕作条件は良好であった。Ｘは、本件畑で育てた野菜の販売により収入を得ることによって、生活

を営んできた。 

Ｂは、本件地域内に複数の農地を所有しており、それらの農地の中には、甲土地の南側に接する

土地（以下「乙土地」という。）及び西側に接する土地（以下「丙土地」という。）がある。Ｂ及

び土木建築会社Ｃは、乙土地を宅地として売り出すことを計画し、Ｃは、令和５年１０月下旬頃か

ら乙土地の造成工事（以下「本件造成工事」という。）に着手した。本件造成工事は、乙土地のう

ち本件畑に接する部分の地下にコンクリートの基礎を築き、その上にコンクリート製擁壁を設置し

て、同擁壁の上端まで造成土を入れるというものであった。同年１１月半ば頃には本件造成工事が

完成し、乙土地の地表面は本件畑の地表面より４０センチメートルほど高くなった。 

Ｂ及びＣは、令和５年１１月１５日、乙土地をＣの資材置場にするという名目で、農地法第５条

第１項に基づき、同法にいう「都道府県知事等」に該当するＹ県知事に対して、乙土地にＣの賃借

権を設定することの許可を求める旨の申請（以下「本件申請」という。）をした。提出された許可

申請書には、土地造成及び工事の着手時期が令和６年１月１０日であることが記載されており、付

近の土地等の被害を防除する施設については記載がなかった。本件造成工事によって造成された土

地の面積は、同申請書に記載された土地造成の所要面積に合致するものであった。 

Ｘは、令和５年１１月２０日、Ｙ県の担当部局に赴き、本件造成工事によって本件畑の排水に支

障が生じると主張して復旧を求めた。Ｙ県の担当者Ｄは、Ｂ及びＣに対し、本件畑の排水に支障を

生じさせないための措置を採ることを指導し、Ｂは、丙土地上に、本件畑の南西角から西に向かう

水路を設けた。この水路は、排水に十分な断面が取られておらず、勾配も十分なものではなかった

が、Ｄは、目視による短時間の確認を行っただけで、Ｂが指導に従って措置を採ったと判断した。

Ｄの報告を受けたＹ県知事は、農地法第５条第２項第４号にいう「周辺の農地（中略）に係る営農

条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合」には当たらないと認定して、令和６年１月９

日、本件申請を許可する処分（以下「本件処分」という。）をした。 

令和６年５月頃、本件畑は、付近の田に入水がされた際に冠水するようになった。特に本件畑の

南側部分の排水障害は著しく、同部分では常に水がたまり、根菜類の栽培ができない状態になって

いる。本件畑の排水を改善するために、本件畑に盛土をしてかさ上げをする工事を行う場合、その

費用（以下「本件費用」という。）は１２０万円余と見込まれている。同年６月の時点において、

本件住宅に関する損害は発生していないが、Ｘは、本件住宅の床下が浸水による被害を受けるおそ

れもあると考えている。 

Ｘは、法的措置として、令和６年６月中に本件処分の取消訴訟（以下「本件訴訟１」という。）

を提起するとともに、本件処分によって本件費用相当額の損害が発生したことを理由とする国家賠

償請求訴訟（以下「本件訴訟２」という。）及びＹ県知事がＣに対して農地法第５１条第１項に基

づく原状回復の措置命令をすることを求める義務付け訴訟（以下「本件訴訟３」という。）を提起

することを検討している。 

以上を前提として、以下の設問に答えなさい。また、農地法の抜粋を【資料】として掲げるの
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で、適宜参照しなさい。なお、【資料】に掲げられていない同法の規定については、考慮しなくて

よい。 

 

〔設問１〕 

Ｘは、本件訴訟１における原告適格についてどのような主張をすべきか、検討しなさい。 

 

〔設問２〕 

Ｘが本件訴訟１における原告適格を有することを前提として、以下の各小問に答えなさい。 

⑴ Ｘは、本件訴訟２において、国家賠償法第１条第１項の「違法」及び「過失」についてど

のような主張をすべきか、検討しなさい。 

⑵ Ｘは、本件訴訟３において、行政事件訴訟法第３７条の２第１項の要件及び農地法第５１

条第１項の処分の要件が充足されることについてどのような主張をすべきか、検討しなさ

い。 
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【資料】 

 

〇 農地法（昭和２７年法律第２２９号）（抜粋） 

 

（農地又は採草放牧地の権利移動の制限） 

第３条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は（中略）賃借権若しくはその他の使用及

び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当

者が農業委員会の許可を受けなければならない。（以下略） 

一～十六 （略） 

２～６ （略） 

（農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限） 

第５条 農地を農地以外のものにするため（中略）、これらの土地について第３条第１項本文に掲げ

る権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならな

い。（以下略） 

一～七 （略） 

２ 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。（以下略） 

一～三 （略） 

四 申請に係る農地を農地以外のものにすること（中略）により、土砂の流出又は崩壊その他の災

害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼ

すおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地（中略）に係る営農条件に支障を生ずる

おそれがあると認められる場合 

五～八 （略） 

３～５ （略） 

（違反転用に対する処分） 

第５１条 都道府県知事等は、（中略）次の各号のいずれかに該当する者（以下この条において「違

反転用者等」という。）に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益

を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第４条若しくは第５条の

規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事そ

の他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要

な措置（中略）を講ずべきことを命ずることができる。 

一 第４条第１項若しくは第５条第１項の規定に違反した者又はその一般承継人 

二、三 （略） 

四 偽りその他不正の手段により、第４条第１項又は第５条第１項の許可を受けた者 

２～５ （略） 
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行政法 解答のポイント 
 

設問１は、取消訴訟における原告適格を問う問題である。行政事件訴訟法９条１項の「法律上の利

益を有する者」の意義を示した上で、具体的事実に即してＸに法律上の利益が認められるかを検討す

ることが求められる。解答に当たっては、本件訴訟１においてＸが守ろうとしている利益を示した上、

それが取消の対象である処分の根拠規定をはじめ、農地法によって個別的に保護すべき趣旨を含むか

について論じる必要がある。 

設問２小問⑴は、国家賠償に関する問題であり、本件処分の「違法」を基礎づける主張、並びにそ

の処分に至った「過失」を基礎づける主張を検討することが求められている。「違法」の主張では、本

件処分が法に違反していることを、また、「過失」の主張では、本件処分に当たってはどのような注意

義務が認められ、それに違反しているかを具体的事実に即して検討する必要がある。 

設問２小問⑵は、非申請型義務付け訴訟の訴訟要件、及び本案勝訴要件となる農地法５１条１項の

該当性に関する問題である。本件訴訟１の取消訴訟とは異なり、Ｘは本件住宅の床下が浸水による被

害を受けるおそれがあると考えて本件訴訟３を提起していることから、「重大な損害」の検討に当たっ

ては、同訴訟でＸが守ろうとしている利益を示し、それが行政事件訴訟法３７条の２第２項の考慮事

項として考慮すべきかどうかを検討する必要がある。その上で、重大な損害について、具体的な事実

関係に即して丁寧に検討することが求められる。 
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― ＭＥＭＯ ― 
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行政法 解答例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１ 設問１ 

１ 原告適格は、処分の取消しにつき「法律上の利益を有する者」に認めら

れる（行政事件訴訟法（以下、行訴法という。）９条１項）。 

  「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは

法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある

者を指す。当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専

ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の

個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場

合には、かかる利益も法律上保護された利益にあたる。そして、Ｘは本件

処分の名宛人ではないため、行訴法９条２項に従って法律上の利益の有無

を判断する必要がある。 

２⑴ 本件処分の根拠となる法令の趣旨及び目的 

  Ｘの農地転用申請を許可する本件処分は、法５条１項を根拠とするも

のであるところ、同条２項はその不許可事由を定めており、同項４号に

よれば「周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認め

られる場合」には同条１項の許可をすることができないことから、同規

定は周辺農地の良好な営農条件を保護しようとするものと解される。 

⑵ 本件処分において考慮されるべき利益の内容及び性質 

  Ｘは、本件訴訟１の取消訴訟によって、本件畑における良好な排水等

の営農条件に支障を受けないという利益を保護しようとしているものと

考えられるが、法５条２項４号は、「周辺の農地に係る営農条件」の例

示として「用排水施設の有する機能」を挙げており、用水施設の機能上

 

 

の支障の被害が直接的に及ぶことが想定される周辺農地を保護の対象と

している。また、Ｘは、本件畑で育てた野菜の販売により収入を得るこ

とによって生活を営んでいるから、Ｘの利益の要保護性は高い。したが

って、良好な排水等の営農条件に支障を受けないという周辺農地の利益

を個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むと解すべきである。 

⑶ 本件では、Ｘは、本件造成工事がなされる乙土地に隣接する本件畑の

所有者であるから、「法律上の利益を有する者」にあたる。 

３ よって、本件訴訟１におけるＸの原告適格は認められる。 

第２ 設問２小問⑴ 

１ 国家賠償法上の「違法」について 

  Ｂ及びＣは、乙土地を資材置場にするために賃借権を設定しようとして

いたのであるから、「農地を農地以外のものにするため、これらの土地に

ついて法第３条１項本文に掲げる権利を設定」する場合にあたる。したが

って、法５条１項の許可を受けなければならない。 

  しかし、甲土地の耕作条件は良好であったところ、令和６年５月頃、排

水障害による支障が生じていることから、その原因は本件造成工事にあっ

たといえる。そうすると、甲土地には、本件造成工事によって、法５条２

項４号により法的に保護された排水等の良好な営農条件に支障が生じてい

るというべきであり、「農業用用排水路施設の有する機能に支障を及ぼす

おそれがあると認められる場合」にあたる。したがって、本件処分には法

５条１項の許可をすることはできないのに（同条２項４号）、許可がなさ

れた「違法」がある。 
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２ 国家賠償法上の「過失」について 

  Ｂ及びＣが提出した許可申請書には、付近の土地等の被害を防除する施

設についての記載がなく、そのような事実を把握していたＹ県担当者のＤ

としては、本件造成工事が周囲の農地の営農条件に影響を及ぼし得るもの

であることは事前に十分に認識することができたというべきである。 

  また、Ｄは、Ｘの復旧の求めに応じて、Ｂ及びＣに対し、本件畑の排水

に支障を生じさせないための措置をとることを指導しているが、同指導に

応じてＢ及びＣが設置した水路について、目視による短時間の確認を行っ

ただけで、これによる排水障害の改善の確認は十分に行われていない。 

  このような事情からすれば、本件許可に当たっては、本件畑の排水に支

障が生じているか否かを調査すべき職務上の注意義務を負っていたものと

いうべきであり、そのような調査を怠った本件処分はこれに違反する。 

  よって、本件処分には「過失」が認められる。 

３ Ｘは以上の主張をすべきである。 

第３ 設問２小問⑵ 

１ 行訴法３７条の２第１項の要件について 

⑴ まず、義務付け訴訟は「一定の処分」（行訴法３条６項１号）を義務

付けるものであり、義務付けの対象となる処分は特定されていなければ

ならない。本問では、本件訴訟３における義務付けの対象は、法５１条

１項に基づく原状回復の措置命令であり、裁判所の判断が可能な程度に

特定されているため「一定の処分」にあたる。 

⑵ 「重大な損害」の判断にあたっては行訴法３７条の２第２項の事項が

考慮される。Ｘは、本件訴訟３の義務付け訴訟によって、本件住宅が浸

水被害を受けないという生活上の利益を保護しようとしていると考えら

れるが、このような利益も「他の公益」（法５１条１項柱書）に含まれ

るため、「重大な損害」の判断において考慮することができる。そして、

住居は人の生活の拠点となるものであり、これが損なわれると様々な活

動に支障が生じるため、これによる損害の回復は困難であるのに対し、

法５１条１項による処分は１２０万円余りの費用が見込まれる程度にす

ぎず、被処分者にとって過度な負担となるような性質のものではない。 

  よって、「重大な損害」にあたる。 

⑶ 「他に適当な方法がない」とは、損害を避けるための方法が個別法の

中で特別に法定されている場合をいうが、農地法上、Ｘの救済手段は法

定されていないから、「他に適当な方法がない」といえる。 

⑷ よって、３７条の２第１項の訴訟要件を満たす。 

２ 農地法５１条１項の処分の要件について 

  「偽りその他不正の手段」（農地法５１条１項）とは、法５条１項が許

可を定めた趣旨を没却するような手段をいうと解する。 

  営農条件が損なわれると回復が困難であることから、法５条１項は、農

地転用の許可を事前に得るべきものとしていると解されるが、Ｂ及びＣは、

本件申請前にすでに本件造成工事を完了させている。それにもかかわらず、

Ｂらは、本件造成工事に着手していないものとして本件申請をしているた

め、「偽りその他不正の手段」があったといえる。 

  よって、農地法５１条１項の処分要件を満たす。       以 上 
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